
項目 赤字が改正部分

服装 ＜冬服＞

〇男子

・学校指定の標準服

・白長袖カッターシャツ

・肌着を着用

・学校指定の標準学生ズボン

・ベルトを着用

〇女子

・学校指定の標準服

・セーラーズニットを着用

・リボンはこぶしより長く結んでつける

・スカートの長さはひざが隠れる程度

・たすきをつける

＜夏服＞

〇男子

・学校指定の開襟シャツ

・カッターから透けて派手ではない色の肌着を着用

・学校指定の標準学生ズボン

・ベルトを着用

〇女子

・白半袖ブラウス

・ブラウスから透けて派手ではない色の肌着を着用

・学校指定のスカート

・たすきをつける

＜合服＞

〇男子

・白長袖カッターシャツ

・肌着を着用

・学校指定の標準学生ズボン

・ベルトを着用

〇女子

・白長袖カッターシャツ

・肌着を着用

・ベスト着用

・学校指定のスカート

・たすきをつける

靴下 ・無地の白・黒・紺を基調とした華美でない靴下

靴 ・白・黒・紺を基調とした華美でない紐付き運動靴

防寒着 〇男子

・紺、黒、濃いグレー系統のセーター（１年生から）

・学校指定のウインドブレーカー

〇女子

・紺、黒、濃いグレー系統のセーター（１年生から）

・紺、黒、濃いグレー系統カーディガン（１年生から）

・学校指定のウインドブレーカー

・ベージュ、黒無地のストッキング、レギンス、ス

　パッツ、タイツ着用可

〇共通

・マフラー、ネックウォーマー

・手袋

・カイロ
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名札 ・左胸ポケット（女子夏服は左胸たの上）に取り

　つける。

頭髪 ・学習、運動の妨げにならない頭髪

・中学生らしい清潔で清楚な髪形

・流行やおしゃれにとらわれない髪形

〇共通

・頭髪に不要な手を加えない。

・ソフトモヒカンはしない。

・ツーブロックはしない。

・極端な長髪、刈込はしない。

・パーマ、染色、脱色はしない。

・整髪料の使用禁止。

〇男子

・前髪は目にかからない長さ。

・後ろ髪は襟にかからない。

・もみあげはすっきりと手を加えない。

・横髪は耳が隠れない長さ。

〇女子

・前髪は目にかからない長さ。

・ショートカット可。

・ハーフアップ（耳下でくくる）は可。

・肩にかかれば１つか２つにくくる。

・耳よりも下の位置でくくる。

・ゴムの色は黒、紺、茶で目立たないもの。

・パッチン留めは黒で目立たないもの。

・ゴム、パッチン留めはアクセサりー的に使用し

　ない。

・ヘアーバンド、バレッタは不可。

・編み込み不可。

・1度くくってからの三つ編みは可。

・三つ編みを両サイドからひとつにまとめるのは

　不可。

鞄 〇３年生

・通学かばんまたは補助かばんの2種類を使用

・補助かばんのみでの通学も可

〇１・２年生

・通学カバンを使用

〇共通

・部活動の道具を入れるケースなどは派手すぎな

　いもので使用可

持ち物 〇校内生活に不要なものの持ち込み禁止

・携帯、スマートフォン、私物のＰＡＴ

・ゲーム類、雑誌

・昼食以外の食べ物（お菓子、ガム、飴など）

・貴重品


